
認証アーキビストの登録料及び更新料改定等のお知らせ 
 

 

 令和７年３月14日 

国 立 公 文 書 館 

 

 平素より当館業務にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、近年の諸物価高騰や郵便料金の値上げを受けて、認証アーキビスト

の登録料、更新料及び送付物を見直すこととしました。 

つきましては、下記の通り、登録料及び更新料を改定し、送付物を変更させて

いただきます。 

これに伴い、令和６年12月17日に公表した「令和７年度 認証アーキビスト申

請の手引き」及び「令和７年度 認証アーキビスト更新申請の手引き」のうち、

登録料及び更新料に係る記載を改定いたしました。 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

改定日 令和７年６月１日 

改定後の登録料及び更新料は、令和７年度の認証及び認証更新より適用いたします。 

 改定前 改定後 

登録料 3,000円 4,000円 

送付物 認証状、認証状収納フォルダ、

認証カード 

認証状、認証状収納フォルダ 

更新料 3,000円 2,000円 

送付物 認証状、認証状収納フォルダ、

認証カード 

認証状 

  

 

 



【問合せ先】 

独立行政法人国立公文書館 

統括公文書専門官室 アーキビスト認証担当 

電話：０３－４３６０－３１７４ (直通) 

Email:ninsho@archives.go.jp 

申請の手引きの改定 

 改定前 改定後 

認証アーキビスト申請

の手引き 

3,000円（44頁） 4,000円（44頁） 

認証アーキビスト更新

申請の手引き 

3,000円（44頁） 2,000円（44頁） 

※HP掲載の「申請の手引き」は、３月 14日（金）に差し替えを行っております。 

 

以上 

 


